
②欠席、遅刻する場合は、遅くとも８時１０分までにご連絡ください。 

 学校では、全校児童の健康と安全を守るため、欠席や遅刻の理由を詳しくお聞きしています。 

病気で欠席する場合は、体温や下痢・嘔吐等の症状を報告してください。 

遅刻の連絡をした後、欠席に変わる場合も、お手数ですが、もう一度連絡を 

お願いします。連日欠席する場合（学校感染症を除く）も一日毎に、病状や様 

子等を学校までお知らせください。 

 

①毎朝、お子さんの健康観察をしてください。 

登校前に、自宅でお子さんの健康状態を確認してください。 

いつもと様子が異なるときは、必ず体温を測り、体調が悪い場合は無理をせず、 

自宅でゆっくり休養させてください。 

 

 

③学校感染症に罹患した場合は、書類を提出してください。 

 学校感染症に指定されている感染症（インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症、流行性耳下腺

炎、水痘等）に罹患した場合、出席停止となり、医師の許可が出るまで学校へ登校することができ

ません。  

登校する際は、「登校許可証明書」または、「治ゆ報告書」の提出が必要です。それぞれの用紙

は、学校のホームページからダウンロードできます。  

 

重要 令和６年度から、新型コロナウイルス感染症に罹患した場合、保護者記載による治ゆ報

告書の提出をお願いします。出席停止期間は「発症した後五日を経過し、かつ、症状が

軽快した後一日を経過するまで」です。 

 

 ご入学、ご進学おめでとうございます 

 

 

 

 

 

保健室からのお願い 

    

   

  

 

 

 

 

 

 

 いよいよ新学期がスタートしました。子供たちは、新しい友達や 

先生との出会いに、希望に胸をふくらませています。 

  新しい学校生活に慣れるまでは、心も体も疲れやすくなっていま

す。夜は早めに寝るようにして、次の日まで疲れを残さないように

しましょう。 

ほけんだより 
４月号 

令和６年４月８日 

高岡市立成美小学校 

保 健 室 

裏面もあります 



 

                      

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

                    学校での健康診断は、医療機関での検査や診察と違い、 

                   学校生活を送るに当たり支障があるかどうかや学校にお                             

ける健康課題を明らかにすることが目的です。定期的に 

                                      主治医の診察を受けた方がよいという意味でも結果のお                 

知らせを発行していますので、ご理解とご協力をお願い                 

します。 

                    また、それぞれの検査や検診で治療や検査が必要だと 

                   思われるお子さんには、治療カードをお渡しします。 

 

 

 

 

 子供たちの健康をみてくださいます。 

 

 

 

 

 

 

 

実施日 検査項目 対象学年・時間 注 意 事 項 

９日（火） 
身体測定 

特支・４・５・６年 ・半袖体操服、半ズボンを 

 着用してくる。 １０日（水） １・２・３年 

１５日（月） 

視力検査 

３・４年 ・メガネの必要な人は 

もってくる。 

  

１６日（火） 特・５・６年 

１７日（水） １・２年 

２６日（金） 内科検診 特支・１・２・４年  13:30～ ・詳細は、後日お知らせします。 

 養護教諭の田中さおりです。今年度も、子供たちが元気に楽しく

学校生活を送ることができるようにお手伝いしていきたいと思い

ます。よろしくお願いします。 

衣服が汚れた時の 
着替えの貸し出しについて 
 

思いがけず衣服を汚したり、濡らしたりしたとき

に、保健室から衣服を貸し出すことがあります。ご

家庭で洗濯の上、後日、保健室へ返してください。 

なお、下着（パンツ）は衛生面上、新しいもので

返してください。 

内 科  荻野 千鶴子 先生  

    （内科小児科井川クリニック） 

眼 科  越生 佳世 先生 

    （こしぶ眼科クリニック） 

歯 科  溝口にしき 先生  

   （にしきデンタルクリニック） 

耳鼻科  福田 宏治 先生 

     （福田医院） 

薬剤師  藤森 毅至 先生 

    （あい丸の内薬局） 

④学校でのけがは、日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度を
利用してください。 

 
学校管理下（登校から下校まで）でのけがや疾病で病院へ受診した場合、日本スポーツ振興

センターに申請すると、後日、治療費と見舞金が給付されます。 

学校から書類をお渡ししますので、医療機関で必要事項を記入してもらってください。また、

保護者の方は口座申請書の記入をお願いします。（ただし、自己負担割合が３割の場合で、治

療完了までの窓口支払い合計金 1,500円以上が対象です） 

支払い合計金額が 1,500円未満の場合は、子供医療費助成制度、ひとり親医療費助成制度な

どの福祉医療費をご使用ください。 

 


